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関係法令 

特定商取引に関する法律(抜粋) 

（定義） 

第２条 この章において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。  

一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者（以下「役務提供事業者」という。）が営業所、代

理店その他の経済産業省令で定める場所（以下「営業所等」という。）以外の場所において、売

買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は

役務を有償で提供する契約（以下「役務提供契約」という。）の申込みを受け、若しくは役務提

供契約を締結して行う指定役務の提供 

二 略 

２～４ 略 

（訪問販売における氏名等の明示） 

第３条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、

その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の

締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を

明らかにしなければならない。 

 （訪問販売における書面の交付） 

第４条 販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利

につき売買契約の申込みを受け、若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又

は営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若

しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、経済産業省令で定めると

ころにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付し

なければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場

合においては、この限りでない。 

一～三 略 

四 第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若

しくは役務提供契約の解除に関する事項（同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含

む。） 

五 略 

第５条 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する

場合を除き、遅滞なく（前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに）、経済産業省

令で定めるところにより、同条各号の事項（同条第四号の事項については、売買契約又は役務提

供契約の解除に関する事項に限る。）についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかに

する書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 

一 営業所等以外の場所において、指定商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又

は指定役務につき役務提供契約を締結したとき（営業所等において特定顧客以外の顧客から申

込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。）。 

二、三 略 

２ 販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約

又は役務提供契約を締結した際に、指定商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は指定

役務を提供し、かつ、指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の全部を受領したと

きは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、前条第一号の事項及び同条第四号の事項の
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うち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他経済産業省令で定める事項を記載し

た書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 

（禁止行為） 

第６条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結に

ついて勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若

しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 

一 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その

他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項 

二～四 略 

五 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役

務提供契約の解除に関する事項（第九条第一項から第七項までの規定に関する事項を含む。） 

六 略 

七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧

客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 

２～４ 略 

（業務の停止等） 

第８条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条から第六条までの規定に違反し若

しくは前条各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しく

は役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若し

くは役務提供事業者が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業

者に対し、一年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命

ずることができる。 

２ 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。 

 

特定商取引に関する法律施行令(抜粋) 

別表第一（第３条関係） 

一 略 

二 みそ、しょうゆその他の調味料 

三～五十八 略 

 

特定商取引に関する法律施行規則(抜粋) 

（訪問販売における書面の交付等） 

第３条 略 

第４条 法第５条第２項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表

者の氏名 

二～七 略 

八 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 

九 略  

第５条 法第４条又は法第５条の規定により交付する書面（以下この条において「書面」という。）

は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければ

ならない。 
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事項 基準 

一 略 

イ 購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定めら

れていないこと。 

二 契約の解除

に関する事項 

ロ 販売業者又は役務提供事業者の責に帰すべき事由により契約が解除された

場合における販売業者又は役務提供事業者の義務に関し、民法（明治二十九年

法律第八十九号）に規定するものより購入者又は役務の提供を受ける者に不利

な内容が定められていないこと。 

三 略 

２ 書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 

３ 書面には日本工業規格Ｚ八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い

なければならない。 

第６条 法第四条又は法第五条の規定により交付する書面に記載する法第四条第四号に掲げる事

項については、次項及び第四項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。 

一 商品の売買

契約の申込み

の撤回又はそ

の売買契約の

解除に関する

事項 

イ 法第五条の書面を受領した日（その日前に法第四条の書面を受領した場合に

あつては、その書面を受領した日）から起算して八日を経過するまでは、申込

者等（法第九条第一項の申込者等をいう。以下この条及び第七条の二において

同じ。）は、書面により商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解

除を行うことができること。 

ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第六条第一項の

規定に違反して商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関

する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売

業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつ

て当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売

業者が交付した法第九条第一項第一号の書面を当該申込者等が受領した日か

ら起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申

込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。 

ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の

申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずるこ

と。 

ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販

売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損

害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。 

ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その

売買契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費
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用は販売業者の負担とすること。 

ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、商品

の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、そ

の全額を返還すること。 

二、三 略 

２ 当該売買契約に係る指定商品が法第九条第一項（第二号を除く。）の政令で定める指定商品に

該当する場合において、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができ

ないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。 

一 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項 

二 当該商品については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。 

３ 当該売買契約に係る指定商品が法第九条第一項第二号の政令で定める指定商品に該当する場

合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込

みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、

第一項の表第一号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。 

一 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項 

二 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき（当該販売業者が当該申込者等

に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。）は契約の申込

みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。 

４ 法第五条第二項に規定する場合であつて、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代

金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が法第九条第一項第三号の政令で定める

金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買

契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、

その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。 

５ 前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 

 

県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(抜粋) 

（不当な取引行為の禁止） 

第１３条 知事は、事業者が消費者との間で行う商品又は役務の取引に関して、次の各号のいずれ

かに該当する行為を不当な取引行為として規則で定めることができる。 

一 消費者に対し、販売の意図を隠して接近し、商品若しくは役務に関する重要な情報を提供せ

ず、又は誤信を招く情報を提供し、消費者を執ように説得し、又は心理的に不安な状態に陥れ

る等の不当な方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

二～三 略 

２ 事業者は、消費者との間で商品又は役務の取引を行うに当たり、前項の規定により定められた

不当な取引行為を行つてはならない。 

（不当な取引行為の是正勧告） 

第１３条の３ 知事は、事業者が第１３条第一項の規定により定められた不当な取引行為を行つて

いると認めるときは、当該事業者に対し、当該不当な取引行為を是正するよう勧告することがで

きる。 

（緊急被害防止措置） 
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第１３条の４ 知事は、事業者が行う不当な取引行為により、相当多数の消費者に被害が生じ、又

は生じるおそれがある場合において、当該不当な取引行為による被害の発生又は拡大を防止する

ため緊急の必要があると認めるときは、速やかに、当該不当な取引行為を行つた事業者の氏名又

は名称及び住所その他必要な事項を公表するものとする。 

 

県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則(抜粋) 

（不当な取引行為） 

第２条 条例第１３条第１項第一号の行為に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。 

一、二 略  

三 事業者の氏名若しくは名称及び住所を消費者に明らかにしないで、又は偽つて、契約の締結

を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

四 消費者の契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべき事項について消費

者に事実と異なることを告げ、若しくは誤信させるような情報を提供し、又は将来における変

動が不確実な事項について消費者に断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を

締結させる行為 

五～二十一 略 

 


